
令和7年10月1日現在

◆介護保険料　【夜勤体制加算　24単位、サービス提供体制強化加算(Ⅲ)　6単位含む】

≪多　床　室≫

介　護　度 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 備　考

基　本（単位） 823 873 938 991 1,042 1日当り

日　額（円） 834 885 951 1,004 1,056

月　額（円） 25,020 26,550 28,530 30,120 31,680 ３０日計算

≪従来型個室≫

基　本（単位） 747 793 858 913 962 1日当り

日　額（円） 757 804 870 925 975

月　額（円） 22,710 24,120 26,100 27,750 29,250 ３０日計算

⑥　リハビリテーションマネジメント計画書情報加算（Ⅱ）　33単位/月

⑦　科学的介護推進体制加算(Ⅰ)　40単位/月

⑧　所定疾患施設療養費（Ⅰ）　239単位/日

⑨　褥瘡マネジメント加算（Ⅰ）　3単位/月

⑩　褥瘡マネジメント加算（Ⅱ）　13単位/月※入所時に褥瘡リスクがある利用者に対して褥瘡が発生していない場合

⑪　退所時情報提供加算（Ⅰ）※居宅へ退所した場合　500単位（1回）

⑫　退所時情報提供加算（Ⅱ）※医療機関へ入院した場合　250単位（1回）

日額（円） 月額（円） 日額（円） 月額（円）

1,900 57,000 1,900 57,000

490 14,700 ＊ ＊

＊ ＊ 2,030 60,900

190 5,700 190 5,700

200 6,000 200 6,000

2,780 83,400 4,320 129,600

・文書作成料（診断書等）　3,300円/枚

合　　　計

※1　食費の内訳
朝食）　460円/食
昼食）　720円/食
夕食）　720円/食

食  費（食材費＋調理費相当）※1

居住費（光熱水費相当）

居住費（室料＋光熱水費相当）

日用品費

レクリエーション娯楽費

多　床　室 従来型個室

⑤　療養食加算　6単位/食

⑬　在宅復帰・在宅療養支援機能加算（Ⅰ）　51単位/日

項　目

＋

◆　その他の費用 　※介護保険負担限度額認定の対象となる方は、食費・滞在費の減額が受けられます。

☆　施設入所利用料について　☆

①　初期加算（Ⅱ）　900単位（入所から30日間に限り　30単位/日が加算されます）

②　短期集中リハビリテーション実施加算（Ⅱ）　 200単位×実施日数（入所から3ヶ月以内）

③　認知症短期集中リハビリテーション実施加算（Ⅱ）　120単位×実施日数（入所から3ヶ月以内）

④　認知症ケア加算　76単位/日

※　清水町の地域区分が 「7級地」 のため、負担割合1割の方は、下記単位数に 10.14円 を乗じた額の1割が自己負担となります。

⑭　介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)
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【利用料金試算】 令和7年10月1日より

≪多　床　室≫

介護度１ 介護度２ 介護度３ 介護度４ 介護度５ 備　考

第４段階 108,420 109,950 111,930 113,520 115,080 一般のご利用者

第３段階② 90,420 91,950 93,930 95,520 97,080

第３段階① 69,120 70,650 72,630 74,220 75,780

第２段階 61,320 62,850 64,830 66,420 67,980

第１段階

≪従来型個室≫

介護度１ 介護度２ 介護度３ 介護度４ 介護度５ 備　考

第４段階 152,310 153,720 155,700 157,350 158,850 一般のご利用者

第３段階② 116,310 117,720 119,700 121,350 122,850

第３段階① 95,010 96,420 98,400 100,050 101,550

第２段階 62,610 64,020 66,000 67,650 69,150

第１段階

☆　特に第1段階（生活保護）については、既に生活保護を受け（市町の生活保護課などで手
続きされ）ている方においても改めて介護保険課等で負担限度額認定の手続きをされません
と、請求に関しては通常（第4段階）で処理される為、ご注意ください!!

①上記利用料は、介護保険料（１割負担）＋食費＋居住費＋日用品費＋レクリエーション費を加え３０日計算
で算出したものです。
　尚、第1段階（生活保護）については、介護保険料の1割負担はありません。

②当試算において、一部の加算（夜勤体制加算、サービス提供体制強化加算以外）は含まれておりません。

③上記第１段階～第３段階については、特定入所者介護サービス費（介護保険負担限度額認定）の適用により
区別され、その利用にあたっては事前に該当する市町村に申請が必要となります。

20,700

35,400
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